
 

平成 28年度 JARL福島県支部 第二回登録クラブ代表者・監査指導委員会 合同会議 

 

日時   2016年 10月 10日(月)   10:35～ 12:00 

場所   郡山ユラックス熱海 

 

1.開会 

 副支部長   (JE7GFM 白岩) 

 

2.挨拶 

 ●福島県支部長  (JA7EFR  佐久間) 

  ・施設見学会はとても好評であった。来年も開催したい。 

 ・活発な意見をお願いします。 

 

 ●東北地方本部長   (JA7AJH 尾形) 

 ・若い方々に興味を持ってもらえるように活動を行っている。 

 ・JARLお試し入会キャンペーン中である。 

 ・スプリアスついて、JARL Webや JARDに掲載されているので参照下さい。 

 

 ●東北地方監査長   (JA7DZK 伊藤) 

  ・宮城県の監査指導委員長をしていた。  

今回東北地方監査長になり、東北 6県を担当する事になった。 

（東北地方監査長→各県支部→各県監査指導委員長→監査指導委員） 

 ・福島の皆さんのご指導、情報提供をお願いしたい。 



 

3. 事業計画 

 1.来年度ハムの集い 

・会津地区で開催したいと考えているが如何か？ 

  会津地区で受け入れ可能である。  全会一致で決定された。 

  

 2.技術講習会・施設見学会 

・今年度は JJY おおたかどや標準電波送信所見学を行った。大変好評であったので継続し

て何か開催したいと考えている。   異議無し。 

・候補があれば、メールなどで連絡を頂きたい。 

 

 3.その他 

  1.スプリアスの件 

     JARDへの申請用紙があるので、必要な方には提供する。 

 

 4.マラソン QSOについて 

 ・106局参加された。 

 ・コンディションが良くなくて大変だった様だ。 

 ・6局ほど、ログ修正を実施し、滞りなく参加頂いた。 

 

 5.JARL関係    JA7AJH 尾形 

 ・会員分布 ピークは 65歳となっている。 

  ・若い人を増やすためのキャンペーンを実施している。 

 

6.監査指導委員 委嘱状交付 

   JARL福島県支部から移植状を交付する。 

  

  ・委員長  JR7AJB 藍原 

 ・委員    JA7XHK 熊谷 

 ・委員    JI7WBC 福田 

  ・委員    JE7DWV 松永 

  ・委員    JE7VFX 三浦 

  ・委員    JA7OTE 宮島 

  ・委員    JA7KED 佐久間 

  ・委員    JA7BCE 市川 

 



7.監査指導委員会   JA7DZK  

  ・各委員の方はモニターし、4半期毎に報告書を提出していただいている。 

 ・周波数ワッチをすることは時間的にも難しいと思われるが、時間的余裕があるときに 

  ワッチしていただき、報告していただきたい。 

 ・なかなか報告が上がってこない事が問題となっている。 

 ・違法運用局に対して録音音声を流すガイダンス局を運用する方法がある。 

 

8.H28年度支部事業経過報告 

 

 



 

9.質疑要望 

 1.JARL相馬クラブ  佐藤  

  ・名簿追加   5.相馬クラブ    JA7VNT 岡崎三也  である。 

   

  ・ホームページ新着情報に関して 

   ・いわき市市制施行 50周年記念事業 活動を行うことは喜ばしいことである。 

    JARL登録クラブではないようだが、ホームページに掲載することは如何か？ 

 

   ＜回答＞ 

  ・支部ホームページとしては、登録クラブ以外の情報は掲載しない事になっている 

  ・記念局の開設は、支部経由と直接の 2種類の申請方法がある。 

・今回は直接申請したものであり、支部長は存じない。 

  ・HP掲載担当者が 依頼者から直接掲載したものである。 

支部の趣旨と反するため削除する。 

  ・以後は福島県支部長の了解を得てから掲載する事とする。 

   

 2.JARL須賀川クラブ 

    自作品のスプリアス問題について、これからも使用できるのか不明である。 

   ＜回答＞ 

   救済措置として測定データがあれば、良い方向であるが、 

  かなり制約を受ける可能性があると考えられる。 

    

 3.相馬クラブ 

  7MHzで妨害を与える局が居る。この局に注意喚起を与えることは出来ないか？ 

  総務省でも受信してくれているが、対応してくれない様子。 

  アマチュア業務に対する妨害 

   

   ＜回答＞ 

  ・ガイダンス局は VHF/UHFしか運用できない。HFやデジタルは出来ない。 

  ・アマチュア無線バンド逸脱した場合には即取り締まりを実施するが、 

   アマチュアバンド内で起きたものは内部で収束する方法を模索するしかない。 

 

7．閉会  JH7LUK 橋本 

 

 


